
修
了
さ
れ
た
方
の
多
く
は
そ
の
後
サ
ー
ク

ル
に
所
属
し
、
活
躍
し
て
い
ま
す
。
そ
の

活
動
の
中
で
中
途
失
聴
者
・
難
聴
者
と
の

関
わ
り
が
生
ま
れ
、
社
会
福
祉
の
重
要
性

に
改
め
て
気
付
く
方
が
多
い
で
す
。

Ｑ
　
今
後
の
目
標
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
要
約
筆
記
の
認
知
度
は
ま
だ
ま
だ
低
く
、

多
く
の
場
で
十
分
な
配
備
が
さ
れ
て
い
な

い
の
が
現
状
で
す
。
ま
た
、
個
人
利
用
の

場
合
、
身
体
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
る

方
し
か
対
象
に
な
ら
な
い
の
で
、
そ
れ
以

外
の
困
っ
て
い
る
方
も
利
用
で
き
る
よ
う

な
制
度
作
り
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
に
は
、
私
た
ち
の
活
動
を
通

し
て
多
く
の
方
に
要
約
筆
記
を
知
っ
て
も

ら
う
こ
と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
今
後
も

技
術
や
福
祉
に
対
す
る
心
構
え
を
高
め
て

い
き
、
要
約
筆
記
に
携
わ
る
人
も
増
や
し

て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

記
し
た
文
章
を
大
き
な
ス
ク
リ
ー
ン
に
映

し
出
し
ま
す
。
依
頼
が
あ
れ
ば
個
人
の
用

事
に
も
同
行
し
、
ノ
ー
ト
な
ど
を
使
っ
て
、

会
話
の
内
容
を
伝
え
て
い
ま
す
。

Ｑ
　
要
約
筆
記
を
す
る
際
に
心
掛
け
て
い

る
こ
と
は
何
で
す
か
。

　
要
約
筆
記
は
話
の
要
点
を
抑
え
、
話
の

内
容
に
忠
実
で
、
誰
が
読
ん
で
も
分
か
る

文
章
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の
た

め
に
、
普
段
の
練
習
で
は
国
語
力
の
学
習

に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
ま
た
講
演
な
ど
の
場
合
は
、
話
の
内
容

を
予
測
で
き
る
よ
う
事
前
に
講
師
の
方
に

つ
い
て
調
べ
る
な
ど
、
速
く
正
確
に
行
う

た
め
の
準
備
も
重
要
に
な
り
ま
す
。

Ｑ
　
要
約
筆
記
者
養
成
講
座
も
行
っ
て
い

ま
す
が
、
活
動
の
効
果
は
い
か
が
で
す
か
。

　
養
成
講
座
は
厚
生
労
働
省
で
定
め
る
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
に
準
拠
し
て
行
い
、
講
座
を

Ｑ
　
団
体
を
設
立
し
た
き
っ
か
け
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。

　
聴
覚
障
が
い
者
の
中
で
も
、
先
天
的
も

し
く
は
幼
く
し
て
難
聴
に
な
っ
た
方
は
、

手
話
を
言
語
と
し
て
扱
い
ま
す
が
、
中
途

失
聴
者
・
難
聴
者
な
ど
の
生
活
の
途
中
で

聞
こ
え
を
失
っ
た
方
は
、
幼
い
頃
に
手
話

を
覚
え
た
人
に
比
べ
、
習
得
が
難
し
く
な

り
ま
す
。
私
た
ち
は
要
約
筆
記
で
、
そ
の

よ
う
な
方
た
ち
の
社
会
参
加
を
手
助
け
す

る
た
め
、
サ
ー
ク
ル
を
設
立
し
ま
し
た
。

Ｑ
　
活
動
内
容
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
要
約
筆
記
は
会
話
や
講
演
な
ど
の
際
に
、

話
の
内
容
を
要
約
し
て
文
字
化
す
る
も
の

で
す
。
週
一
回
例
会
を
開
き
、
音
源
を
聞

き
な
が
ら
要
約
筆
記
の
練
習
な
ど
を
行
っ

て
い
ま
す
。
要
約
筆
記
は
大
き
く
分
け
て
、

パ
ソ
コ
ン
入
力
と
手
書
き
の
二
つ
の
方
法

が
あ
り
、
講
演
な
ど
の
場
合
は
、
要
約
表
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篠原孝典さん
　要約筆記いわきサークル会長。平
成29年には永年の功績が認められ厚
生労働大臣表彰を受賞した。現在は
約20人のメンバーで活動している。

市
民
の
ひ
ろ
ば

音源を聞きながら手書きの要約筆記を練習

講演で要約筆記を行っているメンバーの皆
さん

要約筆記で社会参加の手助けを

お
知
ら
せ

　
環
境
企
画
課
環
境
保
全
係

　
　
　
　
　
☎
22
・
７
４
４
１

　
１
月
25
日
㈯
　
①
天
体
や
望

遠
鏡
の
説
明
・
質
問
会
＝
18
時

〜
　
②
星
空
観
察
＝
18
時
30
分

〜
20
時

　
高
久
公
民
館

　
小
学
生
以
上
（
小
・
中
学
生

は
保
護
者
同
伴
）

※

双
眼
鏡
や
望
遠
鏡
・
懐
中
電

　
灯
を
お
持
ち
の
方
は
、
持
参

　
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
事

　
前
の
申
し
込
み
は
不
要
で
、

　
雨
天
時
は
①
の
み
行
い
ま
す
。
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とき　　ところ　　対象　　申し込み方法　　　 　 　

　
資
産
税
課
償
却
資
産
係

　
　
　
　
　
☎
22
・
７
４
３
４

○
償
却
資
産
の
申
告
を

　
１
月
１
日
現
在
、
市
内
で
事

業
を
営
む
法
人
や
個
人
の
方
で
、

構
築
物
や
機
械
、
備
品
な
ど
の

償
却
資
産
を
有
し
て
い
る
方

　
申
告
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
１
月
31
日
㈮
ま
で
に
同
課

へ
提
出

○
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区

　
域
法
に
基
づ
く
課
税
免
除
の

　
申
請
を

　
市
の
指
定
を
受
け
た
事
業
者

が
、
建
物
や
機
械
な
ど
を
新

設
・
増
設
し
、
一
定
の
要
件
を

備
え
て
い
る
場
合
、
申
請
に
よ

り
固
定
資
産
税
が
課
税
免
除
さ

れ
ま
す
。

　
１
月
１
日
ま
で
に
指
定
に
係

る
資
産
を
取
得
し
た
事
業
者
は
、

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

３
月
19
日
㈭
ま
で
に
同
課
へ
提

出○
地
域
再
生
法
に
基
づ
く
課
税

　
免
除
ま
た
は
不
均
一
課
税
の

　
申
請
を

　
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定

業
務
施
設
整
備
計
画
の
認
定
を

受
け
た
事
業
者
が
、
認
定
後
２

年
以
内
に
建
物
や
構
築
物
な
ど

を
新
設
・
増
設
し
、
そ
の
取
得

価
額
の
合
計
が
３
千
８
百
万
円

以
上
で
あ
る
な
ど
、
一
定
の
要

件
を
備
え
て
い
る
場
合
、
申
請

に
よ
り
固
定
資
産
税
が
課
税
免

除
ま
た
は
固
定
資
産
税
の
税
率

が
下
が
り
ま
す
。

　
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
３
月
19
日
㈭
ま
で
に
同
課

へ
提
出

○
原
発
特
措
法
に
基
づ
く
不
均

　
一
課
税
の
申
請
を

　
製
造
業
な
ど
の
事
業
者
が
、

建
物
や
機
械
な
ど
を
新
設
・
増

設
し
、
そ
の
取
得
価
額
の
合
計

が
２
千
７
百
万
円
を
超
え
る
な

ど
、
一
定
の
要
件
を
備
え
て
い

る
場
合
、
申
請
に
よ
り
固
定
資

産
税
の
税
率
が
下
が
り
ま
す
。

　
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
３
月
19
日
㈭
ま
で
に
同
課

へ
提
出

お 知 ら せ
Information

いわき市の
人口と面積

▶市政情報番組「いわきWith」
　毎週月曜日　19：00～19：30
　毎週金曜日　13：00～13：30（再放送）
　毎週土曜日　８：30～９：00（再放送）
▶GOOD DAY いわき プラス
　月～金曜日　7：45～／12：10～
▶古紙回収実施の有無（当日に放送）
　回収日が月～金曜日　　　７：43ごろ
　回収日が土曜日　　　　　７：59ごろ
　
市政情報番組　　毎週土曜日　８：55～
　
福島放送　　　　１月11日㈯　11：40～
　　　　　　　　２月８日㈯　11：40～
福島中央テレビ　１月18日㈯　９：25～
福島テレビ　　　１月19日㈰　13：55～
テレビユー福島　１月25日㈯　９：25～
　
福島放送　　　　１月26日㈰　16：25～
※変更となる場合がありますので、ふるさ
　と発信課ソーシャルネットワークグルー
　プ（☎22－7503）へお問い合わせいただ
　くか、市ホームページをご覧ください。

　人　口　339,881人　（－ 152）
　　男　　168,188人　（－ 63）
　　女　　171,693人　（－ 89）
　世帯数　143,730世帯（＋  53）
　面　積　1, 232. 02㎢
　令和元年12月１日現在／(前月比）

償
却
資
産
の
申
告
な
ど

いわき市民コミュニティ放送（76.2M㎐）

市政だより

ラジオ福島（1431K㎐・90.2M㎐）

シルミルいわき

今月の納期（納期限１月31日㈮）
市・県民税　　　　　　　　　第４期
後期高齢者医療保険料　　　　第６期
介護保険料（第１号被保険者）第７期

冬
期
星
空
観
察
を
開
催



お
知
ら
せ
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卸
売
市
場
管
理
係

　
　
　
　
　
☎
29
・
６
２
０
０

　
２
月
１
日
㈯
か
ら
、
同
市
場

内
事
業
者
と
の
連
絡
調
整
な
ど

に
伴
い
、
関
連
商
品
売
場
の
み

で
実
施
し
て
い
た
一
般
開
放
を

休
止
し
ま
す
。
不
便
を
お
掛
け

し
ま
す
が
、
理
解
と
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
☎
56
・
０
７
１
１

　
２
月
29
日
㈯
　
９
時
〜
14
時

　
入
試
説
明
、
施
設
見
学
、
体

験
学
習

　　
農
業
振
興
課
農
業
企
画
係
　

　
　
　
　
　
☎
22
・
７
４
７
１

　
２
月
29
日
㈯
　
11
時
〜
正
午

　
イ
オ
ン
モ
ー
ル
い
わ
き
小
名

浜
　
　
　

　
30
人
（
先
着
順
）

　
１
月
15
日
㈬
か
ら
い
わ
き
野

菜
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
事
務
局
へ
電

話
（
☎
24
・
５
８
２
２
）
か
魅

力
ア
ッ
プ
！
い
わ
き
情
報
局

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

m
isem

asu-iw
aki.jp

）
で

　
政
策
企
画
課
統
計
分
析
係
　

　
　
　
　
　
☎
22
・
７
４
１
１

　
国
勢
調
査
は
、
日
本
国
内
に

住
む
全
て
の
方
と
世
帯
を
対
象

と
し
て
、
５
年
に
一
度
実
施
し

て
い
ま
す
。
同
調
査
で
各
世
帯

を
訪
問
し
、
調
査
票
の
配
布
・

回
収
を
す
る
調
査
員
を
、
１
月

６
日
㈪
か
ら
募
集
し
ま
す
。
任

命
期
間
は
、
８
月
下
旬
か
ら
２

カ
月
程
度
と
な
り
ま
す
。
詳
し

く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
に
な
る
か
、
同
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

中
央
卸
売
市
場
・
公
設
地

方
卸
売
市
場
中
央
棟
「
関

連
商
品
売
場
」
の
一
般
開

放
を
休
止

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
カ
レ
ッ

ジ
学
校
見
学
会
を
開
催

い
わ
き
野
菜
ア
ン
バ
サ

ダ
ー
セ
ミ
ナ
ー
の
参
加
者

国
勢
調
査
の
調
査
員　市では、食品等事業者への指導や食品の検査な

どを効率的かつ効果的に実施するため、同計画を
策定します。今回、同計画案への意見を市民の皆
さんから募集します。
　資料は市ホームページや同課、本庁舎１階市民
ロビー、各支所の情報公開コーナーで１月20日㈪
から公開します。
　公開場所に備え付けの意見提出票に必要事項を
記入し、〒973－8408　内郷高坂町四方木田191　
保健所生活衛生課へ（直接持参・　　可）
　１月20日㈪～２月７日㈮消印有効
※提出された方の個人名などは公表しません。匿
　名は不可。

令和２年度食品衛生監視指導計
画（案）

保健所生活衛生課食品衛生係
　☎27－8593　　27－8600

　hokenjo-seikatsueisei@city.iwaki.lg.jp

申

期

市民意見
募　　集

　廃棄物の焼却は、法律で原則禁止されており、
違反すると罰金刑などに処せられます。
　家庭から出るごみなどは、家庭で燃やさず、
市で決められた分別・排出方法に従って処分し
てください。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

廃棄物対策課管理係　☎22－7439
野外焼却は禁止

　①泉公民館＝１月21日㈫
②総合保健福祉センター＝
１月28日㈫、２月４日㈫　
　13時15分～16時30分
　同課へ☎か窓口で

保健所地域保健課精神保健係　☎27－8557
心の健康相談

日

時

申

お
知
ら
せ
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入札期間　　とき　　時間　　申し込み方法　　減免額　　
申込期間・期限　　内容　　ところ　　募集定員

　 　

　
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
窓
口

　
　
　
　
　
☎
27
・
８
６
１
０

　
台
風
第
19
号
な
ど
で
被
災
さ

れ
た
方
を
対
象
に
、
商
品
券
購

入
引
換
券
の
申
請
期
限
を
延
長

し
ま
す
。
ま
た
、
同
商
品
券
お

よ
び
商
品
券
購
入
引
換
券
が
滅

失
・
汚
損
し
た
場
合
に
は
、
再

発
行
・
交
換
を
行
い
ま
す
の
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
①
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

＝
〜
１
月
31
日
㈮
（
再
発
行
・

　
政
策
企
画
課
統
計
分
析
係

　
　
　
　
　
☎
22
・
７
４
１
１

　
２
月
１
日
現
在
で
、
全
国
一

斉
に
農
林
業
セ
ン
サ
ス
が
実
施

さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
今
後
の
農
林

業
の
政
策
に
役
立
て
る
た
め
に

５
年
ご
と
に
実
施
さ
れ
る
極
め

て
大
切
な
調
査
で
す
。

　
農
林
業
を
営
む
皆
さ
ん
を
対

象
に
、
１
月
上
旬
ご
ろ
か
ら
調

査
員
が
訪
問
し
ま
す
の
で
、
調

査
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

　
保
健
所
総
務
課
総
務
係

　
　
　
　
　
☎
27
・
８
５
５
５

　
昭
和
23
年
９
月
11
日
か
ら
平

成
８
年
９
月
25
日
ま
で
に
優
生

手
術
な
ど
を
受
け
た
方
を
対
象

に
、
同
一
時
金
が
支
給
さ
れ
ま

す
。
請
求
や
、
手
続
き
に
関
す

る
相
談
な
ど
詳
し
く
は
、
県
旧

優
生
保
護
法
に
関
す
る
相
談
窓

口
（
☎
０
２
４
・
５
２
１
・
８

２
９
４
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　
学
校
支
援
課
施
設
計
画
係
　

　
　
　
　
　
☎
22
・
７
５
９
４

　
廃
校
で
不
用
と
な
っ
た
ピ
ア

ノ
な
ど
の
物
品
を
売
却
し
ま
す
。

事
前
に
入
札
参
加
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、
１
月

15
日
㈬
以
降
に
官
公
庁
オ
ー
ク

シ
ョ
ン
の
サ
イ
ト
（https://

koubai.auctions.yahoo.
co.jp/

）
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
２
月
19
日
㈬
13
時
〜
26
日
㈬

13
時

交
換
は
２
月
28
日
㈮
ま
で
）
　

②
平
窪
公
民
館
＝
１
月
７
日
〜

28
日
の
火
曜
日
　
③
小
川
公
民

館
＝
１
月
８
日
〜
29
日
の
水
曜

日
　
④
赤
井
公
民
館
＝
１
月
９

日
〜
30
日
の
木
曜
日
　
⑤
好
間

公
民
館
＝
１
月
10
日
〜
31
日
の

金
曜
日

　
①
＝
９
時
〜
17
時
　
②
③
④

⑤
＝
10
時
〜
16
時

　
り
災
証
明
書
の
写
し
、
印
鑑
、

身
分
証
明
書
、
購
入
引
換
券
交

付
申
請
書
や
汚
損
し
た
同
商
品

券
な
ど
を
持
参
し
、
各
窓
口
で

※

詳
し
く
は
、
同
窓
口
へ
お
問

　
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

公
有
財
産
（
廃
校
備
品
）

を
売
却

農
林
業
セ
ン
サ
ス
の
実
施

旧
優
生
保
護
法
一
時
金
支

給
法
に
よ
る
一
時
金
を
支

給

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
購

入
引
換
券
の
申
請
期
限
を

延
長
な
ど

入

○住宅の損害に伴い保育料を減免
　住宅が全壊・大規模半壊・半壊の損害を受
けた世帯を対象に、令和元年10月分から令和
２年３月分までの保育料を減免します。
　①全壊＝全額　②大規模半壊・半壊＝２分
の１の額
　り災証明書（写しも可）を持参し、申請窓
口に備え付けの申請書（市ホームページから
も入手可）に必要事項を記入して、各地区保
健福祉センター・保育所・認定こども園で
　３月31日㈫
○収入の激減に伴い保育料の階層を変更
　台風第19号等の影響で失業などにより世帯
収入が激減した世帯を対象に、収入が激減し
た時点から収入が前年度と同程度に回復した
月までを減免期間として、現在の収入に応じ
た保育料の階層に変更します。
　収入が激減した時から直近までの各月の世
帯収入が分かる書類を持参し、各地区保健福
祉センターで
※詳しくは、同課へお問い合わせください。

こども支援課保育・教育係　☎22－7458

台風第19号等で被災された方の保育料を
減免など

減

入 減
内

申

申

期


